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知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
山
県
知
事
　
　
伊 
原 
木
　
　
隆
　
　
太
　
　
　

岡
山
県
条
例
第
六
十
三
号

　
　
　
知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
本
則
中
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
岡
山
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
山
県
知
事
　
　
伊 
原 
木
　
　
隆
　
　
太
　
　
　

岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号

　
　
　
岡
山
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
岡
山
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
第
二
条
第
二
十
三
号
中
「
家
畜
改
良
増
殖
法
第
三
十
二
条
」
を
「
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
二
百
六
十
九
号
）
第
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号
中
「
家
畜
改
良
増
殖
法
第
三
十
二
条
」
を
「
家
畜
改
良
増

殖
法
施
行
令
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
十
九
号
を
第
七
十
一
号
と
し
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
六
十
八
号

ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
二
十
五
　
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
九
十
六
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
証
の
書
換
交
付
　
千
七
百
二
十
円

　
二
十
六
　
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
証
の

再
交
付
　
千
七
百
二
十
円

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
信
号
機
、
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
の

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
山
県
知
事
　
　
伊 
原 
木
　
　
隆
　
　
太
　
　
　

岡
山
県
条
例
第
六
十
五
号

　
　
　 
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
信
号
機
、
道
路
標
識
及
び
道
路
標

示
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
信
号
機
、
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
の

基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
条
中
「
第
二
条
第
二
十
八
号
イ
」
を
「
第
二
条
第
三
十
一
号
イ
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
解
　
説
）

◎
　
知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　 
　
本
県
の
財
政
状
況
等
に
鑑
み
、
引
き
続
き
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
知
事
等
の
給
与
の

特
例
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
。

◎
　
岡
山
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　 
　
家
畜
改
良
増
殖
法
等
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
証
の
書
換
交
付
に
係
る
手
数
料
の

額
を
定
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

◎ 
　
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
信
号
機
、
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示

の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　 
　
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
も

の
で
あ
る
。


